
　　　◆寄附要件など留意事項◆

　・対象となる寄附は、10万円以上です。

　・寄附に対する返礼品等は、法令により禁止されているためありません。

　お問い合わせ先

　土佐清水市　企画財政課 詳しくは本市ホームページをご覧ください

　電話　0880-82-1217 検索

　メール　kikaku-lg@city.tosashimizu.lg.jp

　・寄附をいただく取り組みは、企業様のご希望を踏まえて、本市の地方創生に向けた事業の中

　　がある企業様です。

　　の中から選んでいただきます。

土佐清水市　企業版ふるさと納税

基幹産業の復興により安定及び

新たな雇用を創出する事業
人の流れを創出する事業

結婚・出産・子育ての希望

をかなえる事業

人と人のつながりを強め、くらしを守ると

ともに、地域のにぎわいを創出する事業

　・寄附できる企業様は、土佐清水市外に本社（地方税法における「主たる事業所及び事業所」）

土佐清水市の地方創生に向けた取組（基本目標）


